
 

 

 

処分対象財産表                   
 

整理番号 ２７３ 

作成年月日：令和６年２月２９日 

基

本

事

項 

物 件 名 古川警察署古川西交番東大崎連絡所跡地 

前 用 途 警察署連絡所 

所 在 地 大崎市古川大崎字伏見地蔵堂浦２５番 

住 居 表 示 ― 

面   積 
(登記簿面積) 

４０６．８２㎡ 
(４０６．８２㎡) 

地   目 
(登記簿地目) 

宅 地 
( 宅 地 ) 

 

敷

地

状

況 

現在の状況 更地 

地形・地勢 長方形・平坦 

道路の状況 
北側で幅員７．５０ｍ～８．５０ｍの建築基準法４２条２項の

舗装市道（東大崎中央線）に接面している。 

土地境界の確認 済(令和２年９月) 国土調査 済(昭和５９年１月) 

占有物・ 
付属物等 

・敷地に電柱支線があります。 

・敷地上空に架空線があります。 

・侵入防止のため、木柵が設置されています。 

・南側に水路があります。 

・北側、西側、東側の木柵が大崎市の土地に越境しています。 

・南側コンクリートブロックが水路側に越境しています。 

 

法

規

制

等 

都市計画 都市計画区域内 

用途地域 
指定なし 

建ぺい率 ７０％ 容積率 ２００％ 

その他制限 
・建築基準法第２２条（屋根・外壁） 
・文化財保護法第９３条第１項（鹿島西遺跡） 

（次ページに続く）  



 

 

 

 

諸

事

項 

供給施設 
の状況 

電気 接面道路に配線有り ガス 配管無し（プロパン） 

上水道 接面道路に配管有り 下水道 配管無し（浄化槽） 

交通機関 

鉄道 
JR東日本陸羽東線「東大崎」駅東北約１.６km 
（徒歩約２２分） 

バス 
ミヤコーバス「大西団地」停留所の西方約１．１㎞（徒歩
約１４分） 

公共施設等 
大崎市役所の北西方４．８km 
大崎市立東大崎小学校の東南方約０．１５km（徒歩約２分） 
大崎市立古川西中学校の北方約２．４km（徒歩約３３分） 

その他参考
事項 

・前述の占有物、付属物等については、現状での引渡しとなりま
す。使用にあたり修繕または撤去等が必要となる場合の費用
は、買受者の負担となります。 

 
・対象地は現状での引渡しとなります。使用にあたり除草等が必
要となる場合の費用は、買受者の負担となります。 

 
・電気ガス上下水道については、前述のとおりですが、現在使用
可能か否かの確認は行っていないため機能の補償は出来ませ
ん。 
詳細は、 各担当部署まで御確認ください。 

【電気】東北電力株式会社コールセンター・NTT東日本 
【ガス】― 
【上水道】大崎市上下水道部経営管理課 
【下水道】大崎市上下水道部経営管理課 
 

・敷地の地盤強度、地中埋設物及び土壌汚染等の有無については、

調査を行っていないため不明です。地盤強度、地中埋設物及び土

壌汚染等について、調査及び改良等が必要となる場合の費用は買

受者の負担となります。 
 
・本地の埋蔵文化財については、試掘調査を行っておりません。掘
削等を行う場合は、文化財保護法第９３条第１項による届出が必
要となるほか、試掘調査が必要となる場合があります。なお、試
掘調査が必要となる場合の費用は、買受者の負担となります。詳
しくは、大崎市教育委員会文化財係へお問い合わせください。 

 
・対象地は、国土交通省ハザードマップでは、浸水区域０．５ｍ
～３．０ｍの区域に該当しています。 

 
・対象地は、「津波防災地域づくりに関する法律」第８条第 1項
に基づく県「津波浸水想定図」では、浸水想定区域に該当して
いません。 

 

 

  


